
年 3 月 7 日

町田市長　　あて
事業者

所在地 東京都町田市森野２－２－２２

名称 株式会社○○

代表者氏名 代表取締役　町田　一郎

　事業所番号 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0

　事業所名

年 4 月 1 日

年 月 日

　事業所住所

　事業所が所在する日常生活圏域名 町田 圏域

　担当者名・電話番号

前期 3月 4月 5月 6月 7月 8月
後期 9月 10月 11月 12月 1月 2月

①居宅サービス計画の総数 45 48 49 51 47 39 279

34 36 38 34 34 23 199 A

③紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画数 27 28 35 33 25 12 160 B

　紹介率最高法人の名称 株式会社〇〇

　　　　法人住所 町田市森野２－２－２２

　　  　法人代表者名 町田　一郎

　　　　事業所名１（事業所番号） ホームヘルプ○○

　　　　事業所名２（事業所番号） ヘルパーステーション○○

④割合（B÷A×100） 単位：％ 80.5%

番号

4

33 32 31 29 30 32 187 C

③紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画数 31 29 28 27 27 27 169 D

※地域密着型通所介護の有無（　含まれている　・　含まれていない　）

　紹介率最高法人の名称 社会福祉法人○○

　　　　法人住所 町田市原町田○－□ー○

　　  　法人代表者名 町田　次郎

　　　　事業所名１（事業所番号） デイサービス○○

　　　　事業所名２（事業所番号）

④割合（D÷C×100） 単位：％ 90.4%

番号

4

21 22 24 21 21 20 129 E

③紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画数 14 15 15 15 15 14 88 F

　紹介率最高法人の名称 株式会社□□

　　　　法人住所 町田市旭町□－□－□ー２０１

　　  　法人代表者名 町田　三郎

　　　　事業所名１（事業所番号） 福祉用具ショップ□□

　　　　事業所名２（事業所番号）

④割合（F÷E×100） 単位：％ 68.3%

番号

居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書

2025

　居宅サービス計画における紹介率最高法人等の状況については、下記のとおりとなりましたの
で提出します。

審査欄

ケアセンター○○

　指定年月日

　休止・廃止年月日　※休止・廃止した場合のみ記入

町田市森野２－２－２２

（　町田市）

2015

町田　太郎・０４２－１１１－１１１１

判定期間 2024 年度
（　前期 ・後期　）

計
※　該当する期間に○をつけてください。

訪
問
介
護

②訪問介護を位置付けた居宅サービス計画数

（1370000001）

（1370000002）

⑤80％を超えている場合の理由（「正当な理由」の判断基準に基づき、該当番号を記入すること)

通
所
介
護

②通所介護を位置付けた居宅サービス計画数

（1370000005）

（　　　　　）

⑤80％を超えている場合の理由（「正当な理由」の判断基準に基づき、該当番号を記入すること)

福
祉
用
具
貸
与

②福祉用具貸与を位置付けた居宅サービス計画数

（1370000007）

（　　　　　）

⑤80％を超えている場合の理由（「正当な理由」の判断基準に基づき、該当番号を記入すること)

法人所在地、法人名称、法人

代表者氏名をご記入くださ

ブルーの部分に、ご記入

ください。

（黄色の部分は、自動計

算のの式が入っていま

届出書記載例



20 22 22 23 25 25 137 G

③紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画数 19 19 21 21 23 24 127 H

　紹介率最高法人の名称 特定非営利活動法人〇△

　　　　法人住所 町田市森野□－□ー○

　　  　法人代表者名 町田　四郎

　　　　事業所名１（事業所番号） 町田○△デイサービス

　　　　事業所名２（事業所番号） 鶴川〇△通所介護

④割合（H÷G×100） 単位：％ 92.8%

番号

4

地
域
密
着
型
通
所
介
護

②地域密着型通所介護を位置付けた居宅サービス計画数

（1370000004）

（1373000006）

⑤80％を超えている場合の理由（「正当な理由」の判断基準に基づき、該当番号を記入すること)

届出書記載例



　　介護支援専門員２名、通所介護の利用者５５名、通所介護事業者（法人）の数4の居宅介護支援事業所の計算例

Ａ Ｂ Ｃ D
通所介護事業所 ○ ○ ○

地域密着型通所
介護事業所

○ ○ ○ ※Ｄの地域密着型通所介護は、６月から新規指定

どの法人に訪問介護サービスを位置付けたか（分子）

法人→ A B C D
通 通 通 通 通 地 通 地 通 地 通 地 通 地 通 地 通 地 通 地 通 地 通 地 通 地 通 地 通 地 通 地 通 地 通 地 通 地 通 地 通 地 通 地

利用者1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者2  1 1 1
利用者3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者4 1  1  1 1 1 1 1 1 1
利用者5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者6 1 1 1 1 1 1
利用者7 1 1 1 1 1 1
利用者8 1 1 1 1 1 1
利用者9 1 1 1 1 1 1
利用者10 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者11 1 1  1 1 1 1
利用者12 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者13 1  1  1  1 1 1 1 1 1
利用者14 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者15 1  1  1  1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者17 1 2 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者18   1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者19 1  1  1  1  1 1  1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者23 1  1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者24 1  1  1  1  1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者26 1  1  1    1 1 1 1 1 1
利用者27 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者28 1  1  1  1   1 1 1 1 1 1 1 1
利用者29 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者31 1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者32 1  1  1  1   1 1 1 1 1 1 1 1
利用者33 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者34   1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1
利用者35 1  1  1    1 1 1 1 1 1
利用者36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者37 1  1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者39   1  1 1  1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者41 1 1  1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者42 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者43 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者44 1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1
利用者45 1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1
利用者46 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者48 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者49 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
利用者50 1 1 1 1 1 1
利用者51 1 1 1 1 1 1
利用者52 1 1 1 1 1 1
利用者53 1 1 1 1 1 1
利用者54 1 1 1
利用者55 1 1 1

計 27 6 0 1 18 11 5 0 0 5 2 0 28 11 3 0 0 3 5 0 27 4 1 0 0 2 2 8 21 3 7 0 0 2 1 4 14 2 8 0 0 2 2 2 32 37 42 32 33 27 32 22 29 27 28 23 0 16 14 14 9 6

計 203 計 161 計 59

A B C D A B C D A B C D
要介護者のみ（要支援者は含まない） 紹介率最高法人はＡ 166 30 14 27 135 30 0 12 31 0 14 15

 

  

通所介護（地密を含む）の
ケアプラン（分母）

通所介護のみのケアプラン
（分母）

3月

地域密着型通所介護のみの
ケアプラン（分母）

⇒町田市への届
出が必要

3月 4月 5月 6月 7月4月 5月

合計（地域密着型
通所介護のみの

場合）

83.85% 52.54%

7月
平成28年3月 5月4月

3月C D CB C D
6月 7月 8月

A A B

⇒町田市への届
出は必要なし

8月

81.77%

7月 8月 6月

合計（地域密着型
通所介護を通所
介護に含む場合）

合計（通所介護の
みの場合）

⇒町田市への届出
が必要

8月B C D A A B 4月 5月 6月D A DB C

一人の利用者が、同一法人の複数の事業所を利用する場合でも、その法人を位置付けたケアプラン
（分子）の数は１となる。

一人の利用者が複数の法人からサービスを受ける場合でも、ケアプランの数（分母）は１となる。

法人Ａに対する紹介率が一番高い（ケアプランの数が一番多い）こと

が最初から明らかな場合、法人Ｂ以下は数える必要はありません。

分母を算出
するため、
ケアプラン
の数は必ず
数えます。

利用者一人につき、ケアプランの数（分母）は、毎月１となる。

分母を算出
するため、
ケアプラン
の数は必ず
数えます。


